
区分 時期 検査結果を利用する場面 対象者

ワクチン･検査
パッケージ等
定着促進

緊急事態
宣言下等

緊急事態宣言下等における行動制限の緩和 ・健康上の理由によりワクチン接種を
受けられない者

・１２歳未満の子供
（ワクチン接種者は対象外）常 時

飲食、イベント、旅行等の活動に際して、ワクチン接種歴や陰性の
結果を確認する民間の取組

一般検査
※感染拡大
傾向時

知事の判断により、特措法第24条第９項に基づき、感染に不安を
感じる無症状者に対して行われた受検要請に応じた県内在住の方の
感染状況の確認

・感染リスクが高い環境にある等のため
感染不安を感じる県内在住の方

（ワクチン接種・未接種を問わない。）

一般検査事業（ＰＣＲ検査等の無料化）を開始します！

◇検査場所（詳細は別紙参照）

◇電話相談窓口

既に実施中のワクチン・検査パッケージ制度に関するお問合せと併せて、一般検査に関するお問合せにも対応します。

電話番号 ０７３－４４１－２９０７
電話受付時間等 ９時～１７時４５分（無休）
ＦＡＸ ０７３－４２２－７６５２

【注】電話相談窓口については、業務委託を予定しており、現在受託事業者が準備中です。決定次第、電話番号等をお知らせします。

県では､この度､隣接する大阪府等での「オミクロン株」の市中感染を受けて、特措法第２４条第９項に基づき、県内在住の無症状の方に対
して、「感染に不安を感じる場合はPCR検査等を受ける」よう要請します。
下記の一般検査を開始し、検査を無料とする事業を実施します。（事業期間は令和３年１２月２８日から令和４年１月３１日まで）

既に実施中のもの 今回適用するもの

薬局、衛生検査所等（令和3年12月22日～募集中）※令和３年１２月２８日現在、１２か所

※無料検査が可能な薬局等を順次県ホームページで公開しています。

令和３年１２月２８日

記 者 発 表

担当課 危機管理･消防課

担当者 小川・播野

電話番号 073-441-2275

※ 令和３年１２月２３日、国からの通知により、「感染拡大傾向でなくとも、オミクロン株の市中感染が確認される状況にあっては、都道
府県知事の要請に基づき、一般検査を実施することができる」ようになりました。
さらに、令和３年１２月２７日、山際大志郎経済再生担当大臣が「（市中感染確認の）隣接県の知事が希望すれば無料検査を認める」と

の方針を打ち出したため、本県は感染拡大傾向にないものの、大阪府と隣接することを理由に一般検査を開始することとしました。


